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貨 物 自 動 車 トラック、バ ン １、４、６

乗 合 自 動 車 バ ス 、マ イ ク ロ バ ス ２、（一 部 ５、７）
（乗 車 定 員 1 1 名 以 上 ）
特 殊 用 途 自 動 車 ８

規 制 対 象 車 例 　　示 備 　　考

冷 蔵 冷 凍 車 、コンクリー
トミキ サ ー 車

ナ ン バ ー プ レ ー
トの 分 類 番 号

自 家 用 、事 業 用 の 種 別 を
問 わ な い 。

自 動 車 タ イ プ を ベ ー ス に し
た も の は 規 制 の 対 象 外 。

 
＜環境確保条例に定める自動車公害対策の概要＞ 

 
都は、従来の国の対策では一向に効果のない深刻な大気汚染の改善を図るため、

平成 12 年 12 月「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（略称：環境確
保条例）」を制定し、国に先駆けて条例基準に合わないディーゼル車の走行規制
を行うなど、都独自の自動車公害対策を実施しています〔施行日：平成 13 年４
月１日（ディーゼル車の運行禁止は平成 15 年 10 月１日）〕。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自動車環境管理 
計画書の提出 
(第 28 条) 

自動車を 30 台以上使用する事業者は、自動車の使用合理化や低公
害車の導入等を記載した自動車環境管理計画書を知事に提出し、ま
た、その実績を報告しなければなりません。 

低公害車の 
導入義務 
(第 35 条) 
 

自動車を 200 台以上使用する大規模な事業者は、事業の用に供す
る自動車の台数に対して知事が定める低公害車を平成 17 年度までに
５％以上導入しなければなりません。 

ディーゼル車の 
運行禁止 
(第 37 条) 
 

粒子状物質排出基準に適合しないトラックやバス等のディーゼル
車(乗用車除く)は都内での運行が禁止されます。なお、新車登録から
７年間は規制の対象にはなりません。７年を過ぎた場合でも、都が
指定する粒子状物質減少装置を装着すれば基準適合車とみなしま
す。 

自動車購入時に 
おける環境情報の
説明 (第 47 条) 

新車の販売事業者は、条例の規制内容、自動車排出ガスの量、騒
音の大きさ等を記載した書面を備え置き、その内容を自動車購入者
に説明しなければなりません。 

アイドリング・ 
ストップ 
(第 52～54 条) 

自動車の運転者や使用者は、自動車を駐・停車する場合に、エン
ジンの停止（アイドリング・ストップ）をしなければなりません。
また、駐車場管理者等は、その施設利用者に対し、駐・停車中のエ
ンジンの停止を周知しなければなりません。 

重油混和燃料の 
使用、販売の禁止
(第 57、59 条) 

粒子状物質等の発生を増大させる重油や重油混和燃料等を自動車
や建設作業機械等の燃料として使用することは禁止されます。建設
作業機械等の燃料として販売することも禁止されます。 

自動車Ｇメンの 
設置 
(第 61、152 条) 

東京都自動車公害監察員（通称：自動車Ｇメン）は「自動車環境
管理計画書」の実施状況の確認、改善指導、アイドリング・ストッ
プの実践指導、重油混和燃料の取締り等を行っています。ディーゼ
ル車規制の実施に伴い、本年 10 月以降は事業所への立入指導や路上
検査等、規制不適合車への取締りを行います。 

＜規制対象車種＞ 


